
新型コロナウイルス感染症に係る
通所介護事業所のサービス継続支援

①ご自宅への訪問によるサービス提供

②電話による安否確認等

③サービス提供時間の短縮

④サービス提供場所の変更

※ これらの特例は、利用者の同意を得た上で活用いただくこととなりますが、その際、

① 事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の開催を行わないこと

② サービス提供前に説明を行い同意を得ている場合は、ケアプランの見直しや文書による

同意はサービス提供後に行うこと

が可能です。

※ この他、人員配置基準や各種加算について、柔軟な取扱いを可能としています。
（下記ＵＲＬ参照）

・利用者のご自宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供し
た場合、報酬算定が可能です。

※提供時間が短時間の場合でも、最短時間の報酬区分（２時間以上3時間未満）で算定できます

・1日に複数回訪問した場合は、複数回の算定が可能です。（ケアプランに位置付けられた提供
時間に相当する報酬が上限となります。）

・電話による安否確認等を行った場合も、報酬算定が可能です。（報酬区分は①と同じです）

※安否確認等：健康状態、直近の食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日の外出の有無と外
出先、希望するサービスの提供内容や頻度等について、電話により確認した場合

・休業要請を受けている場合は、１日２回、休業要請を受けていない場合は１日１回まで算定が
可能です。（営業を続けている場合も含む）

感染拡大防止のため、休業要請の有無によらず以下の特例の活用が可能

・提供時間を短縮し、最低限必要なサービスを行った結果、提供時間が最も短い報酬区分で定め
られた時間を下回った場合でも、最短時間の報酬区分を算定可能です。

・他の事業所や公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを提供し
た場合も、サービス提供時間等に応じ、報酬算定が可能です。

ご参考

○ 「「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ」

において、これまで事務連絡でお示ししてきた特例の一覧を掲載しています。（随時更新）

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html）

○ 独立行政法人福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した

介護事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っています。
（https://www.wam.go.jp/）
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